
◎海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する

法律 
（平成一九年五月三〇日法律第六二号）   

一、提案理由（平成一九年四月二四日・衆議院環境委員会） 

○若林国務大臣 ただいま議題となりました海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法

律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いた

します。 

 海洋は、さまざまな恵沢を人類にもたらす重要な財産であり、海洋環境の保全を図る

ことは、人類共通の課題です。 

 この法律案は、千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関

する条約の千九百九十六年の議定書の実施等に伴い、海洋環境の保全を図るため、廃棄

物等を海底の下に廃棄することを原則として禁止するとともに、有効な地球温暖化対策

の一つとなり得る技術である特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る許可制度を創設す

る等の措置を講じようとするものであります。 

 次に、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 

 第一に、環境大臣の許可を受けて行う特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄等を除き、廃

棄物等の海底下廃棄をしてはならないこととしております。 

 第二に、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受

けなければならないこととするとともに、環境大臣は、当該海底下廃棄が海洋環境の保

全に障害を及ぼすおそれがないものであること等の条件に適合していると認めるときで

なければ、許可をしてはならないこととしております。 

 第三に、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域において海底及びその下の形

質の変更を行おうとする者は、原則として、その施行方法等を環境大臣に届け出なけれ

ばならないこととしております。 

 このほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可を受けた者に対する改善命令等所

要の規定の整備を図ることとしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院環境委員長報告（平成一九年五月八日） 

○西野あきら君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条

約の千九百九十六年の議定書の実施等に伴い、油、有害液体物質等及び廃棄物を海底の

下に廃棄することを原則として禁止するとともに、有効な地球温暖化対策の一つとなり

得る技術である特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る許可制度を創設する等の措置を

講じようとするものであります。 



 本案は、去る四月二十日本委員会に付託され、二十四日に若林環境大臣から提案理由

の説明を聴取し、二十七日に質疑を行いました。同日質疑終局後、直ちに採決いたしま

したところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であり

ます。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年四月二七日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一 二酸化炭素の回収・貯留技術の活用による貯留量を排出削減量に算入する場合は、

それを踏まえた適切な削減目標を設定するよう努力すること。貯留を削減量に含めての

削減目標は、中長期的に世界全体では排出量を半減する必要があることを踏まえて適切

に設定するよう努力すること。 

二 地球温暖化や海洋表層の酸性化等の環境への影響を防止する観点から、二酸化炭素

の回収・貯留技術の活用のみならず、省エネルギーの一層の推進、再生可能エネルギー

の加速度的な導入、その他都市構造の見直し等による社会経済構造の変革を強力に推進

すること。 

三 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可に当たっては、二酸化炭素の回収・貯留技

術に関する最新の科学的知見、藻場、干潟、サンゴ群落等の海洋環境や海洋生物への影

響等を個別的かつ慎重に検討した上で行うこと。 

四 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をした海域の状況の監視については長期間にわた

ることが想定されることから、当該許可を受けた者から詳細かつ的確に報告を受けると

ともに、政府自らも当該海域の状況を把握すること。 

五 二酸化炭素の回収・貯留技術に関する国際的な議論の場にも積極的に参加し、特定

二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る監視及び生態影響評価に関する知見を精力的に収

集・分析すること。また、当該技術の地球温暖化対策としての位置付けも含め、ポスト

京都議定書の温室効果ガスの削減量に算入できるように国際的に呼びかけること。 

六 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の適切な方法による実施を確保するため、予算措

置を含む適切な措置を講ずることにより、モニタリングや海洋環境影響評価を含め、二

酸化炭素の回収・貯留及び安全性確保についての技術開発及び調査研究を推進すること。 

七 二酸化炭素の回収・貯留の本格的な実施に際しては、二酸化炭素の回収・貯留の技

術研究及び低コスト化への支援策に努めること。 

八 海洋環境保全の重要性にかんがみ、二酸化炭素以外の廃棄物の海洋投入処分につい

ては、可能な限りその量を削減し、陸上処分への移行を進めること。また、廃棄物の海

洋への不法投棄対策、漂流・漂着ゴミ対策等、海洋環境の保全のための取組について、

関係省庁が密接に連携し一丸となって推進すること。 

三、参議院環境委員長報告（平成一九年五月二三日） 



○大石正光君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関す

る条約の千九百九十六年の議定書の実施等に伴い、海洋環境の保全を図るため、廃棄物

等を海底の下に廃棄することを禁止するとともに、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に

係る許可制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、海底下廃棄の許可の審査基準、貯留地点からの二酸化炭素の

漏えいの可能性と海洋環境への影響、二酸化炭素排出削減策の重要性等について質疑が

行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党の市田委員より本法律案に反対

する旨の意見が述べられました。 

 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年五月二二日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一、二酸化炭素の回収・貯留技術の活用による貯留量を排出削減量に算入する場合は、

それを踏まえた適切な削減目標を設定するよう努力すること。その際、気候変動枠組条

約の究極目的の実現に向けて、中長期的には世界全体の温室効果ガス排出量を半減する

必要があることを踏まえて適切に設定するよう努めること。 

二、二酸化炭素の回収・貯留技術は中長期的な地球温暖化対策と位置付けられることか

ら、二〇〇八年から約束期間が始まる京都議定書の目標を確実に達成するためにも、省

エネルギーの一層の推進、再生可能エネルギーの加速度的な導入、その他都市構造の見

直し等による社会経済構造の変革を強力に推進すること。また、京都議定書目標達成計

画で検討課題とされた環境税及び国内排出量取引制度については、関係府省の参加の下、

そのあるべき姿についての総合的な検討を行い、必要な場合は、措置を講ずること。 

三、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可に当たっては、二酸化炭素の回収・貯留技

術に関する最新の科学的知見を踏まえつつ、藻場、干潟、サンゴ群落等の海洋環境や海

洋生物への影響等を個別的かつ慎重に検討した上で行うこと。なお、許可の審査に際し

ては、透明性の確保を図ること。 

四、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をした海域の状況の監視については、長期間にわ

たることが想定されることから、当該許可を受けた者から詳細かつ的確に報告を受ける

とともに、政府自らも当該海域の状況を把握し、これらを適切に公表すること。なお、

貯留地点からの二酸化炭素の漏洩により海洋環境への影響のおそれが生じた場合にも、

速やかに公表すること。 



五、二酸化炭素の回収・貯留技術に関する国際的な議論の場に積極的に参加すること等

により、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る監視及び生態影響評価に関する知見を

精力的に収集・分析すること。 

六、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の適切な方法による実施を確保するため、予算措

置を含む適切な措置を講ずることにより、モニタリングや海洋環境影響評価を含め、二

酸化炭素の回収・貯留及びその安全性確保についての技術開発及び調査研究を推進する

こと。 

七、二酸化炭素の回収・貯留は新しい地球温暖化対策の技術であることから、本技術に

ついての国民の理解の促進を図ること。また、本技術に関する国際的な動向を十分に注

視し、本法の施行後五年を待つことなく、必要に応じて制度の評価、見直しを行うこと。 

八、海洋環境保全の重要性にかんがみ、二酸化炭素以外の廃棄物の海洋投入処分につい

ては、可能な限りその量を削減し、陸上処分への移行を進めること。また、廃棄物の海

洋への不法投棄対策、漂流、漂着ゴミ対策等、海洋環境の保全のための取組について、

関係省庁が密接に連携し一丸となって推進すること。 

  右決議する。 


